
る同法第10条の９第

１項の規定による登

録等事務規程の策定

又は変更の認可

51 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の９第

３項の規定による登

録事務規程の変更の

命令

52 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の10第

１項の規定による事

業計画等の作成又は

変更の認可

53 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の10第

２項の規定による事

業報告書等の受理

54 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の12の

規定による指定事務

所登録機関に対する

監督命令

55 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の13第

１項の規定による報

告の徴収等

56 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の14の

規定による指定事務

所登録機関に対する

必要な措置の実施等

57 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の15第

１項の規定による事

務所登録等事務の休

廃止の許可

58 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の16第

１項又は第２項の規

定による指定事務所

登録機関の指定の取

消し等

59 同法第26条の３第 ○

３項において準用す

る同法第10条の17第

２項第３号の規定に

よる事務所登録等事

務を自ら実施する必

要の認定

60 同法第27条の２第 ○

５項の規定による建

築士事務所協会の成

立の届出の受理

61 同法第27条の２第 ○

８項の規定による報

告の徴収等

62 略 17 略

略 略

二十七 エネ１ 略 二十七 エネ１ 略

ルギーの使 ルギーの使

用の合理化２ 同法第75条第１項 用の合理化

に関する法 の規定による第一種 に関する法

律（昭和54 特定建築物に係る措 律（昭和54



年法律第49 置に関する届出の受 年法律第49

号）に基づ 理 号）に基づ

く知事の権 (一) 東部総合事務 ○ 東部総合事 く知事の権

限に属する 所及び八頭総合事 務所長 限に属する

事務 務所の所管区域に 事務

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

３ 略 ２ 略

４ 略 ３ 略

５ 同法第75条第４項 ○

の規定による指示に

係る措置をとるべき

ことの命令

６ 同法第75条第５項

の規定による維持保

全状況の報告の受理

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

７ 同法第75条第６項 ４ 同法第75条第５項 ○

（同法第75条の２第 の規定による維持保

４項において準用す 全すべき旨の勧告

る場合を含む。）の

規定による維持保全

すべき旨の勧告

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

８ 同法第75条の２第

１項の規定による第

二種特定建築物に係

る措置に関する届出

の受理

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

９ 同法第75条の２第

２項の規定による必

要な措置をとるべき

旨の勧告

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長



務所の所管区域に

係るもの

10 同法第75条の２第

３項の規定による維

持保全状況の報告の

受理

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

11 同法第76条第３項

の規定による建築物

調査結果の報告の受

理

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

12 同法第87条第10項

の規定による報告の

徴収等

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

略 略

二十九 略 二十九 略

三十 鳥取県１ 同条例第19条第１

地球温暖化 項の規定による特定

対策条例 建築主の環境配慮計

（平成21年 画の受理

鳥取県条例 (一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

第36号）に 所及び八頭総合事 務所長

基づく知事 務所の所管区域に

の権限に属 係るもの

する事務 (二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

（市長に委 所の所管区域に係 務所長

任したもの るもの

を除く。） (三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

２ 同条例第19条第３ ○

項（同条第５項にお

いて準用する場合を

含む。）の規定によ

る特定建築主の環境

配慮計画の概要の公

表

３ 同条例第19条第４

項の規定による特定

建築主の環境配慮計

画の変更届及び完了

報告の受理

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に



係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

４ 同条例第20条第１

項の規定による特定

建築主以外の環境配

慮計画の受理

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

５ 同条例第20条第２ ○

項（同条第３項後段

で準用する場合を含

む。）の規定による

特定建築主以外の環

境配慮計画の概要の

公表

６ 同条例第20条第３

項の前段において準

用する同条例第19条

第４項の規定による

特定建築主以外の環

境配慮計画の変更届

及び完了報告の受理

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

７ 同条例第21条第１

項の規定による特定

建築主等に対する指

導

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

８ 同条例第21条第２ ○

項の規定による特定

建築主に対する勧告

及びその旨の公表

９ 同条例第22条第２

項の規定による報告

の徴収等

(一) 東部総合事務 ○ 東部総合事

所及び八頭総合事 務所長

務所の所管区域に

係るもの

(二) 中部総合事務 ○ 中部総合事

所の所管区域に係 務所長

るもの

(三) 西部総合事務 ○ 西部総合事

所及び日野総合事 務所長

務所の所管区域に



係るもの

三十一 高齢１ 同法第15条第１項 ○ 総合事務所

者、障害者 の規定による特別特 長

等の移動等 定建築物の建築主等

の円滑化の に対する是正命令

促進に関す

る法律（平２ 同法第15条第２項 ○ 総合事務所

成18年法律 の規定による特別特 長

第91号）に 定建築物を管理する

基づく知事 国等に対する是正要

の権限に属 請

する事務

３ 同法第15条第３項 ○ 総合事務所

の規定による特別特 長

定建築物の建築主等

に対する指導及び助

言

４ 同法第16条第３項 ○ 総合事務所

の規定による特定建 長

築物又は建築物特定

施設の建築主等に対

する指導及び助言

５ 同法第17条第３項 ○ 総合事務所

の規定による特定建 長

築物の建築等及び維

持保全の計画の認定

６ 同法第17条第５項 ○ 総合事務所

（同法第18条第２項 長

において準用する場

合を含む。）の規定

による建築主事

７ 同法第18条第１項 ○ 総合事務所

の規定による特定建 長

築物の建築等及び維

持保全の計画の変更

の認定

８ 同法第21条の規定 ○ 総合事務所

による認定建築主等 長

に対する改善命令

９ 同法第22条の規定 ○ 総合事務所

による特定建築物の 長

建築等及び維持保全

の計画の認定の取消

し

10 同法第23条第１項 ○ 総合事務所

の規定によるエレベ 長

ーターを設置する場

合における防火上及

び避難上支障がない

旨の認定

11 同法第25条第11項 ○

（同法第25条第12項

において準用する場

合を含む。）の規定

による市町村の基本

構想に対する助言

12 同法第38条第３項 ○ 総合事務所

の規定による建築物 長

特定事業を実施すべ

き者に対する勧告

13 同法第38条第４項 ○ 総合事務所

の規定による勧告を 長

受けた者に対する移

動等円滑化のために

必要な措置命令

14 同法第43条第２項 ○

の規定による建築物

に関するものを定め

た移動等円滑化経路

協定の同意

15 同法第53条第３項 ○ 総合事務所

の規定による建築主 長

等に対する報告の徴



収又は立入検査の実

施

16 同法第53条第４項 ○ 総合事務所

の規定による認定建 長

築主等に対する報告

の徴収

三十二 鳥取１ 同条例第22条第２ ○

県福祉のま 項の規定による認定

ちづくり条

例に基づく

知事の権限

に属する事

務（福祉保

健課の所掌

事務に係る

ものを除

く。）

三十三 鳥取１ 同規則第５条第４ ○

県福祉のま 項の規定による通知

ちづくり条

例施行規則

（平成20年

鳥取県規則

第83号）に

基づく知事

の権限に属

する事務

経 略 経 略

済 済

通九 割賦販売１ 同法第35条の３の ○ 通九 割賦販売

商 法施行令 21第１項の規定によ 商 法施行令

総 （昭和36年 る業務の運営の改善 総 （昭和36年

室 政令第341 に必要な措置の命令 室 政令第341

号）第33条 号）第15条

の規定によ２ 同法第35条の３の ○ の規定によ

り知事の権 32第２項の規定によ り知事の権

限に属する る業務の停止の命令 限に属する

ものとされ ものとされ

た割賦販売３ 同法第40条第１項 ○ た割賦販売１ 同法第40条の規定 ○

法（昭和36 の規定による業務に 法（昭和36 による営業に関する

年法律第 関する報告の徴収 年法律第 報告の徴収

159号）に 159号）に

基づく事務４ 同法第40条第３項 ○ 基づく事務

の規定による業務に

関する報告又は帳簿

等の提出の命令

５ 同法第40条第５項 ○

の規定による業務に

関する報告の徴収

６ 同法第40条第９項 ○

の規定による報告又

は帳簿等の提出の命

令

７ 同法第41条第１項 ○ ２ 同法第41条第１項 ○

の規定による許可割 の規定による営業所

賦販売業者等の営業 等への立入検査

所等への立入検査

８ 同法第41条第５項 ○

の規定による密接関

係者の営業所等への

立入検査

略 略

十三 信用保１ 同法第12条の５の ○ 十三 信用保

証協会法施 規定による協会の仮 証協会法施

行令（昭和 理事の選任 行令（昭和

28年政令第 28年政令第

271号）第２ 同法第33条の規定 ○ 271号）第１ 同法第33条の規定 ○

６条の規定 による協会の業務方 ４条の規定 による協会の定款等

により知事 法書の変更の認可 により知事 の変更の認可

の権限に属 の権限に属

するものと３ 略 するものと２ 略

された信用 された信用

保証協会法４ 同法第35条第１項 ○ 保証協会法３ 同法第35条の規定 ○

（昭和28年 の規定による協会か （昭和28年 による協会からの報

法律第196 らの報告の徴収又は 法律第196 告の徴収又は協会の

号）に基づ 協会の事務所への立 号）に基づ 事務所への立入り及



く事務 入り及び協会の業務 く事務 び協会の業務若しく

若しくは財産状況若 は財産状況若しくは

しくは帳簿書類等の 帳簿書類等の検査の

検査の実施 実施

十四 貸金業 略 十四 貸金業 略

法（昭和58 法（昭和58

年法律第32 ５ 同法第24条の６の ○ 年法律第32 ５ 同法第24条の６の ○

号）に基づ ３第１項の規定によ 号）に基づ ３の規定による業務

く知事の権 る業務の改善に必要 く知事の権 の改善に必要な措置

限に属する な措置の命令 限に属する の命令

事務 事務

略 略

17 同法第24条の６の ○ 17 同法第24条の６の ○

12第２項の規定によ 10第２項の規定によ

る貸金業協会に加入 る貸金業協会に加入

していない貸金業者 していない貸金業者

に対する社内規則の に対する社内規則の

作成又は変更の命令 作成又は変更の命令

18 同法第24条の６の ○ 18 同法第24条の６の ○

12第３項の規定によ 11第３項の規定によ

る貸金業協会に加入 る貸金業協会に加入

していない貸金業者 していない貸金業者

の社内規則の承認 の社内規則の承認

19 同法第24条の６の ○ 19 同法第24条の６の ○

12第４項の規定によ 11第４項の規定によ

る貸金業協会に加入 る貸金業協会に加入

していない貸金業者 していない貸金業者

の社内規則の変更又 の社内規則の変更又

は廃止の承認 は廃止の承認

略 略

十六 鳥取県 略 十六 鳥取県 略

中小企業高 中小企業高

度化資金等４ 同規則第11条第３ ○ 度化資金等４ 同規則第11条第３ ○

貸付規則 項の規定による新た 貸付規則 項の規定による新た

（昭和63年 な連帯保証人等の承 （昭和63年 な連帯保証人の承認

鳥取県規則 認 鳥取県規則

第31号）に 第31号）に

基づく知事 略 基づく知事 略

の権限に属 の権限に属

する事務 する事務

十七 小売商 略 十七 小売商 略

業調整特別 業調整特別

措置法（昭３ 同法第16条第２項 ○ 措置法（昭３ 同法第16条第１項 ○

和34年法律 の規定による調停員 和34年法律 の規定による調停員

第155号） の委嘱 第155号） の委嘱

に基づく知 に基づく知

事の権限に 略 事の権限に 略

属する事務 属する事務

５ 同法第16条の４第 ○ ５ 同法第16条の４第 ○

１項の規定による計 １項の規定による事

画の実施の一時停止 業の実施の一時停止

の勧告 の勧告

６ 同法第16条の５第 ○ ６ 同法第16条の５第 ○

１項の規定による勧 １項の規定による勧

告に係る措置を執る 告に係る措置を採る

べきことの命令 べきことの命令

略 略

略 略

雇 略 雇 略

用 用

人二 労働組合１ 同令第21条第１項 ○ 人二 労働組合１ 同令第21条第１項 ○

材 法施行令 の規定による使用者 材 法施行令 の規定による使用者

総 （昭和24年 団体又は労働組合に 総 （昭和24年 団体又は労働組合に

室 政令第231 対する労働委員会の 室 政令第231 対する地方労働委員

号）に基づ 使用者委員又は労働 号）に基づ 会の使用者委員又は

く知事の権 者委員の候補者の推 く知事の権 労働者委員の候補者

限に属する 薦の要求 限に属する の推薦の要求

事務 事務

略 略

産 略 産 略

業 業

振七 中小企業 略 振七 中小企業 略

興 支援法（昭 興 支援法（昭



総 和38年法律２ 同法第７条第１項 ○ 総 和38年法律２ 同法第７条の規定 ○

室 第147号） の規定による特定支 室 第147号） による特定支援事業

に基づく知 援事業を行わせる法 に基づく知 を行わせる法人の指

事の権限に 人の指定 事の権限に 定

属する事務 属する事務

略 略

略 略

市 略 市 略

場 場

開 開

拓 拓

課 室

森一 森林法 略 森一 森林法 略

林 （昭和26年 林 （昭和26年

・ 法律第249 ５ 同法第10条の２第 ・ 法律第249 ５ 同法第10条の２第

林 号）に基づ １項の規定による開 林 号）に基づ １項の規定による開

業 く知事の権 発行為の許可 業 く知事の権 発行為の許可

総 限に属する (一) 二以上の総合 ○ 総 限に属する (一) 土地の面積が ○ 総合事務所

室 事務 事務所の所管区域 室 事務 10ヘクタール未満 長

に係るもの の開発行為の許可

（二以上の総合事

務所の所管区域に

係るものを除

く。）

(二) (一)以外のも ○ 総合事務所 (二) (一)以外のも ○

の 長 の

６ 同法第10条の２第 ６ 同法第10条の２第

６項の規定による森 ６項の規定による森

林審議会及び市町村 林審議会及び市町村

長の意見聴取 長の意見聴取

(一) 二以上の総合 ○ (一) 土地の面積が ○ 総合事務所

事務所の所管区域 10ヘクタール未満 長

に係るもの の開発行為に係る

もの（二以上の総

合事務所の所管区

域に係るものを除

く。）

(二) (一)以外のも ○ 総合事務所 (二) (一)以外のも ○

の 長 の

略 略

略 略

十三 鳥取県 略 十三 鳥取県 略

林地開発条 林地開発条

例（平成17 ６ 同条例第７条第６ 例（平成17 ６ 同条例第７条第６

年鳥取県条 号の規定による開発 年鳥取県条 号の規定による開発

例第96号） 行為の地位の承継の 例第96号） 行為の地位の承継の

に基づく知 届出の受理 に基づく知 届出の受理

事の権限に (一) 二以上の総合 ○ 事の権限に (一) 土地の面積が ○ 総合事務所

属する事務 事務所の所管区域 属する事務 10ヘクタール未満 長

に係るもの の開発行為に係る

もの（二以上の総

合事務所の所管区

域に係るものを除

く。）

(二) (一)以外のも ○ 総合事務所 (二) (一)以外のも ○

の 長 の

７ 同条例第８条の規 ７ 同条例第８条の規

定による許可計画の 定による許可計画の

変更の命令 変更の命令

(一) 二以上の総合 ○ (一) 土地の面積が ○ 総合事務所

事務所の所管区域 10ヘクタール未満 長

に係るもの の開発行為に係る

もの（二以上の総

合事務所の所管区

域に係るものを除

く。）

(二) (一)以外のも ○ 総合事務所 (二) (一)以外のも ○

の 長 の

略 略

12 同条例第12条の規 12 同条例第12条の規

定による許可の取消 定による許可の取消

し し

(一) 二以上の総合 ○ (一) 土地の面積が ○ 総合事務所

事務所の所管区域 10ヘクタール未満 長

に係るもの の開発行為に係る

もの（二以上の総



合事務所の所管区

域に係るものを除

く。）

(二) (一)以外のも ○ 総合事務所 (二) (一)以外のも ○

の 長 の

略 略

17 同条例第16条の規 17 同条例第16条の規

定による許可状況の 定による許可状況の

公表 公表

(一) 二以上の総合 ○ (一) 土地の面積が ○ 総合事務所

事務所の所管区域 10ヘクタール未満 長

に係るもの の開発行為に係る

もの（二以上の総

合事務所の所管区

域に係るものを除

く。）

(二) (一)以外のも ○ 総合事務所 (二) (一)以外のも ○

の 長 の

十四 その他 略 十四 その他 略

の事務 の事務

８ 略 ８ 略

９ 多様な森林整備推

進のための集約化の

促進について（平成

19年３月30日18林整

整第1250号林野庁長

官通知）に基づく事

務

(一) 第４の３の

(１)の規定による

集約化推進計画の

承認

(１) 二以上の総 ○

合事務所の所管

区域に係るもの

(２) (１)以外の ○ 総合事務所

もの 長

(二) 第４の５の

(２)の規定による

集約化実施計画の

承認

(１) 二以上の総 ○

合事務所の所管

区域に係るもの

(２) (１)以外の ○ 総合事務所

もの 長

(三) 第４の５の

(５)の規定による

集約化実施計画の

承認の取消し

(１) 二以上の総 ○

合事務所の所管

区域に係るもの

(２) (１)以外の ○ 総合事務所

もの 長

水 略 水 略

産 産

課二十 農林土 略 課二十 農林土 略

木工事（沿 木工事（沿

岸漁場整備６ 農林土木工事に係 岸漁場整備６ 農林土木工事に係

事業に係る る土地、水面等の測 事業に係る る土地、水面等の測

農林土木工 量及び調査（一般競 農林土木工 量及び調査

事に限る。 争入札又は指名競争 事に限る。

以下水産課 入札の執行に係る事 以下水産課

の項の二十 務を除く。） の項の二十

一から二十 (一)～(三) 略 一から二十 (一)～(三) 略

三までにお 三までにお

い て 同７ 農林土木工事に係 い て 同７ 農林土木工事に係

じ。）に係 る設計又は監督の委 じ。）に係 る設計又は監督の委

る知事の権 託の決定（一般競争 る知事の権 託の決定

限に属する 入札又は指名競争入 限に属する

事務 札の執行に係る事務 事務

を除く。）

(一)～(三) 略 (一)～(三) 略

略 略

二十一 農林 二十一 農林１ 同規則第21条の規

土木工事及 土木工事及 定による入札者の指

びこれに伴 びこれに伴 名

う委託業務 う委託業務 (一) 請負対象設計 ○



（沿岸漁場 （沿岸漁場 金額が２億円以上

整備事業に 整備事業に の工事に係るもの

係る委託業 係る委託業 (二) 請負対象設計

務に限る。 務に限る。 金額が２億円未満

水産課の項 水産課の項 の工事に係るもの

の二十二及 の二十二及 (１) 東部地区沿 ○ 鳥取港湾事

び二十三に び二十三に 岸漁場整備事業 務所長

おいて同 おいて同 に係るもの

じ。）に係 じ。）に係 (２) (１)以外の ○ 総合事務所

る鳥取県建 る鳥取県建 もの 長

設工事等の 設工事等の (三) 委託対象設計 ○

入札制度に 入札制度に 金額（委託契約の

関する規則 関する規則 対象となる部分の

に基づく知 に基づく知 設計金額をいう。

事の権限に 事の権限に 水産課の項の

属する事務 属する事務 二十二において同

じ。）が5,000万

円以上の委託業務

に係るもの

(四) 委託対象設計

金額が5,000万円

未満の委託業務に

係るもの

(１) 東部地区沿 ○ 鳥取港湾事

岸漁場整備事業 務所長

に係るもの

(２) (１)以外の ○ 総合事務所

もの 長

１ 同規則第27条の規 ２ 同規則第27条の規

定による予定価格の 定による予定価格の

決定 決定

(一)及び(二) 略 (一)及び(二) 略

(三) 委託対象設計 ○ (三) 委託対象設計 ○

金額（委託契約の 金額が5,000万円

対象となる部分の 以上の委託業務に

設計金額をいう。 係るもの

水産課の項の

二十二において同

じ。）が5,000万

円以上の委託業務

に係るもの

(四) 略 (四) 略

２ 略 ３ 略

３ 略 ４ 略

二十二 農林 略 二十二 農林 略

土木工事に 土木工事に

係る鳥取県８ 同規則第30条第１ 係る鳥取県８ 同規則第30条第１

建設工事執 項の規定による工事 建設工事執 項の規定による工事

行規則に基 の監督の委託（一 行規則に基 の監督の委託

づく知事の 般競争入札又は指名 づく知事の

権限に属す 競争入札の執行に係 権限に属す

る事務 る事務を除く。） る事務

(一)及び(二) 略 (一)及び(二) 略

略 略

24 同規則第52条第１ 24 同規則第52条第１

項（同規則第56条第 項（同規則第56条第

２項において準用す ２項において準用す

る場合を含む。）の る場合を含む。）の

規定による工事の完 規定による工事の完

成検査の委託（一 成検査の委託

般競争入札又は指名

競争入札の執行に係

る事務を除く。）

(一)及び(二) 略 (一)及び(二) 略

略 略

27 同規則第58条第１ 27 同規則第58条第１

項の規定によるかし 項の規定によるかし

の修補及び損害の賠 の修補及び損害の賠

償の請求 償の請求

(一) 著しく重大な (一) 請負対象設計 ○

かしに係るもの 金額が５億円以上

(１) 請負対象設 ○ の工事に係るもの

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(２) 請負対象設 ○

計金額が５億円

未満の工事に係



るもの

(二) (一)以外のも (二) 請負対象設計 ○

の 金額が５億円未満

(１) 東部地区沿 ○ 鳥取港湾事 の工事に係るもの

岸漁場整備事業 務所長

に係るもの

(２) (１)以外の ○ 総合事務所

もの 長

略 略

略 略

別表第４（第６条、第11条関係） 別表第４（第６条、第11条関係）

工事検査に係る決裁事項及び事務処理権限の区分 工事検査に係る決裁事項及び事務処理権限の区分

事務処理権限の区分 事務処理権限の区分

委任決裁権者 委任決裁権者

種 類 種 類

行政監察工事検査米子工事検査員 行政監察建設事業米子工事検査員

監 課長 検査事務 監 評価室長 検査事務

所長 所長

略 略

注 略 注 略

附 則

この規則は、平成22年４月１日から施行する。


